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第１回茂原市学校再編計画審議会 会議概要 

 

  １ 日時   平成２８年１０月１３日（木）１５時００分～１７時００分 

 

  ２ 場所   茂原市役所９階９０１・９０２会議室 

 

  ３ 出席委員 １２名 

     足立委員、永山委員、石黒委員、吉井委員、宮本委員、北田委員、 

     狩野委員、小栁委員、中山委員、齊田委員、酒井委員、林委員 

     （欠席０名） 

 

４ 出席職員 

教育長 内田 達也 

教育部長 中村 光一 

教育部次長 豊田 実 

学校教育課長 古山 幹夫 

教育総務課長 麻生 新太郎 

教育総務課主幹 中村 一之 

学校教育課長補佐 鶴岡 嘉孝 

教育総務課副主査 沼 崇之 

 

  ５ 傍聴者  ８名 

 

豊田教育部次長 ： （配付資料の確認） 
ただいまより第１回茂原市学校再編計画審議会を開会いたします。皆さ

まには、ご多用の中ご出席をいただきありがとうございます。 
本日の司会進行を務めさせていただきます、茂原市教育委員会教育部次

長の豊田です。どうぞよろしくお願い申し上げます。 
本日の会議は、茂原市教育委員会会議で定めた学校再編審議会規則によ

り運営してまいります。規則第６条第５項により、会議は公開することと
なっております。また、会議録についても作成し公開することとしており
ますのでご了承いただきたいと存じます。 
なお、新聞記者の方や事務局で写真を撮影させていただくことがありま

すので、併せてご了承願います。 
それでは、開会にあたりまして、茂原市教育委員会内田教育長よりごあ

いさつ申し上げます。 
内田教育長 ： こんにちは。茂原市教育委員会教育長の内田でございます。よろしくお

願いいたします。 
このたび、皆様におかれましては、それぞれの立場でご活躍のお忙しい

ところ、茂原市学校再編計画審議会委員をお引き受けくださり、誠にあり
がとうございます。 
また、日頃は本市の教育行政にご理解・ご協力をくださり、厚く御礼申

し上げるところでございます。 
さて、ご案内のとおり、この長生地域でも少子高齢化の影響で小中学校

の小規模化が進んでおり、最近の近隣の様子を申し上げますと、長柄町で
は平成17年に長柄中と昭栄中が、平成23年には日吉小学校と水上小学校が
統合しております。また、長南町では、本年度いっぱいで長南小、長南東
小、長南西小、豊栄小の４校が統合となり、来年度から長南小学校１校の
スタートとなります。睦沢町でも、先の９月議会で、瑞沢小学校と土睦小
学校が再来年の平成30年から統合されることが決定しております。 
茂原市では、私が小中学生の頃ですけれども、茂原小学校の４年生まで
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児童が2,300人ほどいまして、５年生になるときに萩原小と茂原小に約
1,200人ずつで分離したところです。その後、東部小、中の島小、緑ヶ丘
小、中学校も早野中、西陵中というふうに、人口増の中で学校が増えてき
たところですが、最近では少子化により児童生徒数が減少し、多くの小中
学校の将来的な小規模化が心配されるところでございます。 
このような状況の中、義務教育本来の目的を達成し、将来にわたり学校

の適正規模、適正配置が維持できるよう、学校の統廃合等を審議するため、
茂原市学校再編計画審議会を設置いたしました。 
本日ここに委員となられた12名の皆様にご参加いただき、第１回の審議

会を開催する運びとなりました。今後は、皆様方のご意見をもとに、様々
な観点から調査研究等を行いながら、学校再編基本計画の策定、さらには
実施計画の策定を進めてまいりたいと考えております。 
学校再編計画の検討は、様々な要素が絡む非常に困難な課題です。学校

は、子どもたちの教育はもちろん、地域コミュニティの核としての役割、
災害時の避難所としての役割など、様々な役割が期待されるところです
が、教育委員会としては、学校の使命は、児童生徒の教育が第一であり、
学校教育の目的や目標をより良く実現するために学校再編計画は作られ
るべきものと考えております。 
委員の皆様におかれましては、それぞれの立場で、様々な観点・視点か

ら忌憚のないご意見を交わす中で、答申をまとめ上げていただきたいと考
えております。 
本再編計画が、子供たちにとって、そして茂原市にとって素晴らしい計

画となることと、皆様方のご活躍・ご健勝を祈念し挨拶とさせていただき
ます。よろしくお願いいたします。 

豊田教育部次長 ： ありがとうございました。 
次に、委員の委嘱及び紹介でございますが、委嘱につきましては、皆様

方に委嘱状を配付させていただきました。時間の関係上、配付をもって委
嘱状の交付に代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
次に事務局職員の紹介をさせていただきます。 
（司会から事務局紹介） 
委員の皆様に、順に自己紹介をお願いしたいと思います。 
（各委員自己紹介） 
続きまして、会長副会長の互選でございますが、規則第５条第１項に、

「審議会に会長及び副会長各１名を置く」としております。また、同条第
２項に「会長及び副会長は、委員が互選する」としております。いかがい
たしましょうか。 

委員 ： この場で初めて会う方も多いので、選ぶのも難しいと思います。もし事
務局案があればお聞かせいただきたいと思います。 

豊田教育部次長 ： ただいま事務局案という声がありましたけれども、事務局のほうであり
ましたらお願いいたします。 

麻生教育総務課長 ： それでは事務局案を申し上げます。 
会長には、教育委員会委員として11年４か月にわたり在職していただい

た経験から、足立俊夫委員を推薦いたします。 
また副会長には、青少年育成茂原市民会議の会長であり、子ども・子育

て審議会の会長でもあられます、中山清志委員を推薦いたします。以上で
す。 

豊田教育部次長 ： ただいま事務局より会長・副会長お２人を推薦させていただきましたが
いかがでしょうか。ご賛同いただければ拍手をお願いしたいと思います。 
（拍手） 
ありがとうございます。それでは、茂原市学校再編計画審議会会長に足

立俊夫委員、副会長に中山清志委員を決定させていただきます。お二方は
前の席に移動していただけますでしょうか。（移動） 
それでは会長、副会長から一言ずつご挨拶をお願いいたします。 

会長 ： 足立でございます。ただいま会長のご指名を賜りました。もとより浅学
非才、非常に荷が重いわけではございますが、中山副会長という非常に心
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強い方がサポートしてくださることをありがたく思っております。 
先ほど教育長さんからお話がありましたとおり、今回の会議につきまし

ては、第一義としては子どもたちがより良い教育を受けられるようにとい
うこと、そして地域の皆様方からもご理解を賜れるようにという形で、皆
様方からいろんな意見を頂戴して進めていきたいと思いますので、よろし
くご協力をお願いいたします。 

副会長 ： 中山と申します。先ほど、内田教育長さんからたいへん細かな話をいた
だきました。そのとおりだと私は思っております。 
今回いみじくも私はここに座ることになりました。もとより浅学非才の

身でございますが、茂原市の子どもたちのためには、やはり大人が真剣に
考えていかなければならない、大人が変わらなければ子どもは絶対に変わ
りません。子どもを変えていくのは大人の力であり義務だと私は思ってお
ります。 
ですから、この会議にご参加の皆さん方は、その義務をぜひ果たしてい

ただいて、諮問に対してきちんとした答申書ができあがるように、みんな
で頑張っていきたいなと考えております。よろしくお願いします。 

豊田教育部次長 ： ありがとうございました。 
それでは、会長が選出されましたので、教育長から会長へ諮問書を提出

させていただきます。 
（諮問書を提出） 
いま会長に提出させていただきました諮問書につきまして、中村部長か

ら説明申し上げます。 
中村教育部長 ： （諮問書の読み上げ） 
豊田教育部次長 ： よろしくお願いします。 

それでは、これより議題に入ります。 
規則によりまして、会長が議長になります。ここからは、会長に進行を

お願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 
会長(議長) ： ありがとうございます。それでは、スムーズに事が運びますように、私

も一生懸命努力させていただきたいと思いますので、皆様方の忌憚のない
ご意見を伺えればと思います。よろしくお願いいたします。 
それでは、これより議題（１）「審議会の目的等について」を議題とい

たします。事務局よりご説明を求めます。 
麻生教育総務課長 ： 議題（１）「審議会の目的等について」説明いたします（座って説明さ

せていただきます）。【資料１】をご覧ください。 
本審議会の目的についてですが、茂原市学校再編計画審議会規則第１条

において、「多くの小中学校が小規模化している状況の中で、義務教育本
来の目的を達成し、将来にわたり学校の適正規模、適正配置が維持できる
よう、学校の統廃合等を審議する」としております。 
学校の再編については、市の財政面や教職員配置の問題も少なからずあ

りますが、「子どもたちにとってよりよい教育環境を確保する」という視
点を第一に、ご審議をお願いしたいと思っております。 
ここで、審議する内容について１点ご連絡させていただきます。 
広報もばら９月１日号でもお知らせしたところですが、西陵中学校につ

きましては、生徒数の減少により、平成23年度から各学年１学級の状態が
続き、部活動等にも支障が出ています。 
西陵中学校の今後の生徒数の見込により、冨士見中学校と統合するかど

うか、教育委員会が判断する旨をすでに決定しておりますので、本審議会
では取り扱わないということでご了承いただきたいと思います。以上で
す。 

会長(議長) ： ありがとうございます。時間の関係もございますので、議題は２つずつ
事務局から説明を行い、その後、質疑という流れにさせていただきたいと
思いますが、よろしいでしょうか。 
（はいとの声） 
それでは、続けて議題（２）「日本及び茂原市の人口推移・推計につい

て」を議題といたします。事務局より説明を求めます。 
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麻生教育総務課長 ： 議題（２）「日本及び茂原市の人口推移・推計について」ご説明いたし
ます。【資料２】をご覧ください。 
こちらは、昭和60年以降の日本及び茂原市の人口推移です。総人口は全

国も茂原市もすでに減少し始めており、15歳未満の年少人口についても、
それぞれグラフの一番下ですが、同じく全国も茂原市も減少しており、今
後も減少が続くと見込まれます。 
なお、平成32年以降の茂原市の推計方法については、後ほど議題（３）

の中で説明いたします。 
２ページをご覧ください。 
こちらは、全国と茂原市の年代別人口を比較した表になります。 
まず、昭和60年の時点では、茂原市は全国より年少人口の割合がやや高

く、生産年齢人口の割合がやや少ない状況でした。 
直近の確定値である平成22年で比較しますと、年少人口割合が全国より

低く、老年人口の割合が高くなっており、いわゆる少子高齢化の進行がや
や早いことが分かります。 
さらに、平成52年の推計についてですが、表の一番右、平成22年対平成

52年の変化率をご覧ください。変化率に差はあるものの、全国でも茂原市
でも、老年人口はさらに増える一方、年少人口や生産年齢人口は減少が見
込まれております。 
これらのことから、少子化の影響による学校再編については全国的な課

題であり、本市においても早急に議論すべきものと考えております。以上
です。 

会長(議長) ： ありがとうございました。 
ただいま説明をいただきましたけれども、議題（１）と議題（２）につ

いて、ご質問あるいはご意見等があればお願いいたします。 
まず、議題（１）「審議会の目的等について」ご質問、ご意見ある方は

挙手をお願いいたします。 
（意見なし） 
よろしければ先に進ませていただきます。それでは議題（２）「日本及

び茂原市の人口推移・推計について」ご質問、ご意見ある方。かなり詳し
い数字が出ておりますが、いかがでしょうか。どうぞ。 

委員 ： 資料２の茂原市の人口推移、日本もそうなんですが、子どもの人口が減
り続けてかれこれ30年は経っているということですが、30年の間に茂原市
は逆に学校数は増えていて減ってはいないんですよね。 
学区の見直しも、30年前のことは分からないのですが、ここ10年とかで

はそんなに大幅に変えていない、30年間、気付いたら子供の数が半分以下
になっていたと。ですからもうちょっと早めにアクションすべきだったの
かなと、個人的に思います。 
子どもの数はどんどん減っていく、数字で見ると30年前から減っていた

というのは私も初めて知りました。すごく貴重な資料かなと思います。 
会長(議長) ： ありがとうございます。これにつきまして、事務局ご回答をお願いしま

す。 
麻生教育総務課長 ： 確かに30年間減り続けていたということ、それに対して再編等、これま

で一度もこういった公開の場で議論していないということは責任を感じ
ております。この再編については早急にやらなければいけないことと責任
を痛感しておりますので、よろしくお願いします。 

会長(議長) ： その他にご質問ご意見のある方。 
副会長 ： ちょっと資料１に戻らせていただいて、目的及び設置、審議会規則第１

条の２行目に「義務教育本来の目的を達成し」と書かれております。教育
基本法にきちんとその目標は書かれておりまして、いま資料の提示の必要
はありませんが、これについてはみんなが確認する必要がある。 
何のための日本の教育なのかということですけれども、一言でいうなら

ばいかに人間づくりをしていくのかということです、私に言わせれば。小
学校１年生ならば１年生なりの生き方というものを学ぶ。もちろんこれは
子どもの力だけではできません、大人がつくわけです。義務教育小中を経
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験します、それから先は自由に選べるわけです。高校に行く子もいるし行
かない子もいる、短大に行く、４年制の大学に行く、それは全く自由です
。いずれにしても、教育本来の目的というのがどういうものであるのかと
いうことは、やはり一度はみんなで確認する必要があるなと思います。感
想です。 

会長(議長) ： 教育長さん何かご意見あれば。 
内田教育長 ： いま副会長さんから人間づくりということをおっしゃっていただきま

したけれども、私は人格の完成を目指すというのが義務教育本来の目的だ
と理解しております。 

会長(議長) ： ありがとうございます。他に何かあれば。よろしいでしょうか。またあ
とでお気づきの点があればよろしくお願いいたします。 
それでは、議題（３）「茂原市の児童生徒数推移・推計について」事務

局よりご説明を求めます。 
麻生教育総務課長 ： 議題（３）「茂原市の児童生徒数推移・推計について」ご説明いたしま

す。【資料３－１】をご覧ください。 
まず、平成32年以降の推計方法について説明いたします。 
本市では、平成27年10月に「茂原市人口ビジョン」を策定しました。こ

れは、出生率や社会増減などのデータをもとに、平成52年の推計人口が
70,471人のところ、各種施策を実施して目標人口を85,000人とするもので
す。 
今回の推計にあたっては、施策実施前の基礎数値である“平成52年に

70,471人”をもとに、各種推計を行っております。 
これにより、市全体の児童生徒数を示したものが１ページになります。

上が中学生、下が小学生になります。 
本市の小中学生は、昭和60年前後をピークに減少が続いており、現在は

小中それぞれピーク時の約半数となっております。 
今後も減少が続き、平成52年には、小学生が3,098人で本年度比マイナ

ス24.4％、中学生が1,571人で同マイナス30.6％になるものと見込まれま
す。 
また、現時点で適正規模を満たす学校は（適正規模については後ほど説

明いたしますが）、小学校が14校中６校、中学校が７校中４校となってお
ります。 
２ページをご覧ください。 
学校ごとの児童生徒数の推計についてですが、平成28年４月１日現在の

住民基本台帳をベースに、概ね学区ごとに「コーホート変化率法」という
方法を用いて推計しました。ここでいう変化率については、平成24年度か
ら平成28年度までの増減や出生数を考慮し、先ほど説明しました人口ビジ
ョンの基礎数値と整合を図るように調整しております。 
３ページをご覧ください。３ページと４ページは、冊子の「茂原市の教

育」から抜粋したものです。 
こちらは、現在の学校ごと・学年ごとの人数及び学級数を示した表で、

カッコ書きは特別支援学級の数を外数で記載しています。色の付いた学校
は、適正規模を満たしていないことを示しています。現在の状況として、
参考にご覧いただければと思います。 
５ページをご覧ください。小学校ごとの推計結果になります。 
新治小、五郷小、本納小、豊岡小などが大きく減少する一方で、東部小

のように微増となる学校もあるなど、学校ごとの規模の差が顕著になるも
のと推計されます。 
６ページをご覧ください。中学校ごとの推計結果になります。 
すべての学校で生徒数が減少しますが、特に本納中や早野中の減少が大

きいと推計されます。 
７ページ以降は、ただいま説明いたしました各学校の児童生徒数、学級

数の推移・推計をグラフにしたものです。学級数を示す折れ線グラフが色
のついた範囲に入っていれば、適正規模であることを示します。 
続いて、【資料３－２】をご覧ください。 
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こちらは、学校の位置と適正規模を満たしているかどうかについて、平
成28年現在と平成52年推計を地図に示したものです。記号の意味は、それ
ぞれ右下に記載してありますのでご確認ください。以上になります。 

会長(議長) ： ありがとうございました。続いて、議題（４）「小中学校の適正規模に
ついて」事務局よりご説明を求めます。 

麻生教育総務課長 ： それでは、議題（４）「小中学校の適正規模について」ご説明いたしま
す。【資料４】をご覧ください。 
これは、平成27年１月に文科省が策定した「公立小学校・中学校の適正

規模・適正配置等に関する手引」です。 
国で定めた適正規模は昭和33年に設定されたものですが、近年の人口減

少や少子化の進展等により、今後、学校が過度に小規模化したり、教育条
件への影響が出たりすることが懸念されていることから、改めて手引を策
定したものです。 
１ページをご覧ください。 
国は「学校規模の適正化が課題となる背景」として、「児童生徒が集団

の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを
通じて一人一人の資質や能力を伸ばしていくという学校の特質を踏まえ、
小・中学校では一定の集団規模が確保されていることが望ましいものと考
えられます。」としています。 
真ん中の下の【少子化の進展等の状況変化】ですが、その中では、今後

も人口減少が進み、少子化が進展していくこと、さらに２ページでは、「地
域コミュニティの衰退、三世代同居の減少、共働き世帯や一人親世帯の増
加、世帯当たりの子供の数の減少といった様々な背景の中で、家庭や地域
における子供の社会性育成機能が弱まっているため、学校が小規模である
ことに伴う課題が、かつてよりも一層顕在化しているとの指摘がありま
す。」と述べています。 
２ページ下段の「（２）学校規模の適正化に関する基本的な考え」をご

覧ください。「学校規模の適正化を図る上では、第一に学校の果たす役割
を再確認する必要があります。義務教育段階の学校は、児童生徒の能力を
伸ばしつつ、社会的自立の基礎、国家・社会の形成者としての基本的資質
を養うことを目的としています。児童生徒が集団の中で、多様な考えに触
れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力や表現力、
判断力、問題解決能力などを育み、社会性や規範意識を身に付けさせるこ
とが重要になります。そうした教育を十全に行うためには、一定の学校規
模を確保することが重要となります。」と説明しています。 
続いて【資料５】をご覧ください。 
茂原市教育委員会では、先ほど説明いたしました文科省が手引を策定し

たことを受け、平成27年３月の教育委員会会議において、茂原市立小中学
校の適正規模について、小学校は12～18学級、中学校は９～18学級と定め
たところです。以上です。 

会長(議長) ： ありがとうございます。ただいま説明をいただきましたが、議題（３）
「茂原市の児童生徒数推移・推計について」と議題（４）「小中学校の適
正規模について」、ご質問ご意見等があれば伺います。 
まずは議題（３）について。非常にボリュームが多いところでございま

すので、ちょっと時間をかけていきたいと思いますが。 
確認なんですが、資料３－１の３ページの表は、カッコ書きは外数とい

うことでしたので、例えば東郷小の１年生は合計77名いるということでよ
ろしいですね。 

麻生教育総務課長 ： はい。 
会長(議長) ： 他に何かご質問ある方はいらっしゃいますか。はいどうぞ。 
委員 ： （資料３－１）学級数がそれぞれ出ているんですけれども、在籍数を割

ると学級あたりの人数が出ますよね。例えば東郷小の１年は、76人を３で
割ると１学級が20何人と。緑ヶ丘小学校は１学級で24人、新治小は６人で
１学級ですね。１学級だけれども人数が違うと。だから統廃合だ、という
のにも結び付くんですけれども。 
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児童数がこれからさらに減少傾向にしか捉えられないという現実が日
本全国あるということから、学級数を見直すことも必要ですけれども、学
級の中における在籍者数の見直しというのは考えてもよいのですか。 

会長(議長) ： まずは１学級何人までというところからご説明いただけますか。 
古山学校教育課長 ： 小学校の１、２年生につきましては、35人で１学級ということで千葉県

はやっております。東部小学校１年生の場合76名ですので、３クラスとい
うことになります。学校によって１学年の数は違いますが、県で示された
定数でと考えております。 
３年生以上につきましては38人ということでやっております。中学１年

生は35人、中２中３は38人でございます。 
会長(議長) ： ありがとうございます。ご理解いただけましたでしょうか。他にご質問

等ある方。 
副会長 ： （資料３－１）２ページでコーホート変化率法とありますが、こういう

方式はあまりなじみがないですけれども、こういう統計資料を整理するに
はこれが一番適切な方法なんですか。 

中村教育部長 ： コーホート変化率法というのは、５歳刻みで、例えば10歳から14歳の方
が５年後にどれくらい存在している可能性があるかといったことを積み
重ねたものでございます。 
一般的な推計につきましては、コーホート変化率法を基本とし、さらに

複雑な要素、例えば出生率とか死亡率、移動率とかを組み合わせてやって
いることが多いです。 

会長(議長) ： ほか、議題（３）についてご意見ご質問のある方。 
副会長 ： 確かにこのグラフを見て、人口がどんどん減っているわけですよね。少

子高齢化と何十年前から言われている、こういうことが起こることは予測
できたといってもよいと思います。 
ではなぜ子どもの数がこんなに減っているのかと考えると、結婚しない

とか、結婚しても子どもは１人にとどめるとか、いろんな理由があります
けれども、人口を増やすためにはどういう方法があるのかという、国でも
すぐには言えないことだと思うけれども、私たちはそういうこともあわせ
て考えていく必要があるのかなと思います。 

会長(議長) ： それでは、議題（４）「小中学校の適正規模について」を含めて、ご意
見を伺います。 

委員 ： 資料４の、平成27年１月27日に文部科学省が、公立小中学校の適正規模
に関する手引を出したと、私ニュースでも見た記憶があって、とうとう国
がそういう方針を出したのか、そうしたら県も市も従わないといけないな
と見ていました。 
この資料の最後「おわりに」で、「言うまでもないことですが、公立小

・中学校の設置の在り方を最終的に判断するのは学校設置者である市町
村です。文部科学省としては、各市町村が学校の小規模化に伴う諸問題に
正面から向き合い、保護者や地域住民と共に課題を精緻に分析し、その結
果の共有を行った上で、それぞれの地域で子どもたちを健やかに育んでい
くための『最善の選択』につなげていただきたいと考えております」とあ
ります。時間もかかるし大変な問題なので、方針は出したけれども最終的
には市町村に任せたというか、だから市町村によってアクションが早い遅
いとかいろんな事情が出てきていると思うんですが、この中で「保護者や
地域住民と共に課題を精緻に分析し」となっています。 
前に西陵中と冨士見中の選択制の問題で自治会アンケートをとったん

ですが、地域住民は子どものいないお年寄りも卒業された方もいて千差万
別でして、アンケートでは「なくなると寂しい」「昔からある」「自分の子
どもがその学校を出たからなくしたくない」とか、存続とか選択制を続け
るという結果になります。 
その時に欠けていたのは保護者の意見といいますか、当事者である保護

者とお子さんの意見は数的に少ないので、大多数が統合反対とかになった
んです。私も中学校の子どもがいるんですが、保護者と子どもの意見が一
番大切で、その次が地域かなと。過去の経験からそう思いました。 
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今回、委員の方々は親の方もいらっしゃると思いますが、教育の問題は
保護者と子どもにとって切実な問題です。去年は緑ヶ丘小の子が、半分は
冨士見中、半分は西陵中に行って、(西陵中は)部活がテニス部、卓球部、
吹奏楽部しかないんですよ。野球、陸上、サッカー、剣道、柔道、ないん
ですよね。中学校高校は骨格を作る、基本的な体力を作るという面で、部
活って大切だと思うんです。他にも上下関係とかコミュニケーションとか
そういう面で、親御さんと子どもたちのことを第一に考えるべきかなと思
います。その次に地域や自治会があって、そちらは聞いても反対とか寂し
いとか感情論が先にあって、親御さんとか子どものことはあまり考えてま
せんでした、５年前のアンケートですけれども。親御さんと子どもをメイ
ンに考えるべきだと思います。 

会長(議長) ： ありがとうございます。貴重なご意見頂戴いたしました。 
副会長 ： 意見ですけれども、いまおっしゃったことは私もよく分かります。ただ

物事を決めていく最終的な落としどころということになると思うんです
が、まだ先かもしれませんけれども、（資料４）46ページに書かれている
中身は非常に大事なことなんですね。すでに統合したところもある、だっ
たら統合した結果どういうメリットがあったのか、デメリットはどんなこ
となのか。 
市町村の合併でも同じですよ。やろうやろうといって反対は多かったけ

れども結局数でもって決まった、合併することになった。なんだ合併して
も何らいいことないという人も町民や市民の中に必ず出てきますけどね、
そんなことも全部含めたうえで、考えられるいろんな条件を考えていく。 
今の子どもたちをどう育てていくのかというときに、私はこの資料４は

すごく大事なもので、読みこなさなきゃいけないし、やったところの状況
を聞いてみるのもいいことだなと思うんです。例えば小学校では日吉小と
水上小がすでに合併・統合されましたよね。長南は来年度から統合。中学
校でも昭栄中・長柄中が１つの学校になった。それにはいろんないきさつ
があったと思うし、やった結果どういうプラスの面があったのか、また直
していかなきゃならないマイナスの面はどんなことなのか、そんなことも
この会議を進めていく上では資料として必要かなと思ったんです。 
資料の最後にありますけど、学校設置者というのは市町村で、それぞれ

でやっていかなきゃならない。どんな小さな町でも村でも市でも、数に関
係ないんですね。 
この問題を解決していくには、大勢の人の意見を聞く必要があることは

事実です。いまおっしゃったように子どもの考えも、学校の先生方の考え
も十分聞く必要があるだろうと思います。いくら話し合っても納得がいか
ない、決められないというところに来た時には、どういう方法で決めるの
かということもありますけれども、別にいま決まったわけではありません
から、いろんな考えを出すことがいいことじゃないかなと思います。 

会長(議長) ： ありがとうございました。いま話がありましたけれども、近隣で統合さ
れている学校の例がありますので、ぜひ資料としてご提示いただければ助
かります。よろしくお願いいたします。 
他にご質問ご意見のある方。 

委員 ： 保護者の立場からですが、現実的に子どもがこうやって減っているとい
う、なかなかショッキングな資料でした。保護者として、子どもはやっぱ
り活発な学校に通わせたいと思います。運動会でも部活でも、やっぱり子
供が多くて切磋琢磨できる環境が望ましいなと思います。 
あと、この学校の分布図（資料３－２）を見たときに、単純に統廃合と

いうことを考えるのがちょっと難しい。遠方から通うというのが、いま共
働き世帯が多くなっている中で犯罪等の心配もありますし、委員おっしゃ
ったように地域性とかもあると思うんですね。なので、これを教育現場だ
けで議論できることかどうかも難しいなと、今の段階では感じました。い
ろんなお知恵をいただいて子どもたちのためにちょっとでも良くなれば
いいなと、これから考えていきたいと思います。 

会長(議長) ： 保護者からの大変重要なご意見を頂戴いたしました。他にご質問ご意見
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のある方。 
副会長 ： いまのお気持ちよく分かります。茂原市内の幼稚園・保育所の統廃合も

決まっているんですが、そこに至るまでには審議会で色々な意見が出まし
たよ。遠く離れたところまで送り迎えするのが大変だとか、市でバスを用
意してくれるんでしょうかとか、いろんな考えがありました。もちろんお
金があればバスもどんどん出して、送りも迎えもできるような市や町があ
るかもしれません。だったら茂原市ではいったいどれだけの財政規模でや
っているのかということが基本になくちゃいけないんですよね。物事を進
めるには、すべて公金だけでやるわけにはいかないんです。多少の個人個
人の負担は当然必要になってくるんですよね。そんなことを加味して色々
な条件を克服するために、これはまずい、これはいいということをどんど
んこの会議で出すべきだと。12人しかいないんですから、毎回一人ひとり
自分の考えを言ったらよいと思います。 

会長(議長) ： ありがとうございます。ということでございますので、忌憚のないご意
見をお聞かせいただければと思います。いかがでしょうか。 
ひとつご説明いただきたいのが、適正規模についてですが、国は小中学

校とも12～18学級という形で推奨しているわけですが、茂原市の場合、小
学校は12～18学級、中学校は９～18学級ということで、中学校については
国と違うんですが、その点についてご説明をいただければと思います。 

古山学校教育課長 ： 茂原市の場合の適正規模についてですが、基本的にはクラス替えのでき
る、複数学級というのが基本でございます。中学校の９学級の理由といた
しましては、学年３クラスずつありますと、中学校は教科担任制でござい
ますので、教科担任が９教科すべて揃うということが主な理由でございま
す。でないと、非常勤の講師をつける、例えば音楽とか美術とかで他の学
校との兼務になってしまうということがありますので、教員の確保という
ことも理由になっております。 

会長(議長) ： ありがとうございました。お分かりいただけたと思います。他にご質問
ご意見のある方。 
それでは、議題（５）「小規模校のメリット・デメリットについて」説

明を求めます。 
麻生教育総務課長 ： 議題（５）「小規模校のメリット・デメリットについて」ご説明いたし

ます。 
【資料６】をご覧ください。 
これは、文科省の附属機関であります「中央教育審議会・初等中等教育

分科会」の作業部会において、2008年（平成20年）に使用された資料と同
じ内容になります。 
表の左半分、小規模化のほうの主なものを説明いたしますと、まず小規

模校のメリットとしては、児童生徒の一人ひとりに目が届きやすく、きめ
細かな指導が行いやすいことなどが挙げられています。 
一方、デメリットについてですが、集団の中で切磋琢磨する機会が少な

くなりやすいことや、学校行事や部活動などに制約が生じやすいことが挙
げられています。 
文科省において、これらメリット・デメリットを勘案し、先ほど説明い

たしました「小中学校の適正規模」が示されております。なお、先ほどの
資料４の中に、さらに詳しい内容がありますので、あとでご覧いただけれ
ばと思います。以上です。 

会長(議長) ： ありがとうございました。続いて、議題（６）「学校再編計画の概要に
ついて」説明をお願いします。 

麻生教育総務課長 ： 【資料７】をご覧ください。 
こちらは、学校再編計画の期間や内容等について、事務局の考えをまと

めたものです。 
記載している事項は、全て審議会の中で決定していくものですが、まず

はたたき台として提示させていただきました。 
まず、計画策定までの流れについてですが、本日教育委員会から諮問を

受け、本審議会で計画の素案を策定し、パブリックコメントを経て教育委
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員会に答申します。計画については、教育委員会で議決され、正式なもの
となります。 
次に、２の計画期間ですが、教育に関する制度が変わったりする可能性

や、児童生徒数推計の見直しが必要になる可能性を踏まえ、基本計画を９
年間、具体的な実施計画を第１期の４年間と第２期の５年間程度と考えて
おります。 
３の目標年次については、計画期間はとりあえず９年とするものの、人

口ビジョンにおいて平成52年の目標を掲げていることなどから、「平成52
年においても適正規模が保てること」を目標としてはどうかと考えており
ます。 
４の計画内容については、基本計画では学校再編に関わる基本方針を示

し、実施計画で具体的な再編の時期を示すことを考えております。 
最後に、５の作成時期については、基本計画は本年度末までに、その後

最初の５年の実施計画を来年９月までに作成することを考えております。 
冒頭に申し上げたとおり、あくまで事務局の案ですので、今後審議会の

中で審議していただきたいと思います。以上です。 
会長(議長) ： ありがとうございます。ただいま説明をいただきました、議題（５）と

議題（６）についてご質問をいただきます。 
まず、議題（５）「小規模校のメリット・デメリットについて」ご質問

ご意見のある方、挙手をお願いいたします。 
委員 ： 基本的なことかもしれないですけれども、教員数というのは国で定めら

れているのですか。学校を作るのは市町村で最終的に判断できるというの
が先ほどありましたが、教員については、少ない学級数でも先生を配置す
るとか、市町村レベルでできるのですか。 

会長(議長) ： はい、古山課長。 
古山学校教育課長 ： 教職員の配置の基準につきましては国のほうで決まっておりまして、学

級数に応じて増置教員とかが決まってきます。 
委員 ： それはもうどうにもしょうがないことなんですか。先生が置ければ、先

生が少ないためにということのデメリットは何とかなるのかなと思った
んですが、市町村レベルではどうにもならない話ですか。 

古山学校教育課長 ： 新治小学校では市費で１人講師を入れております。複式学級が２つでき
ておりますので、１つは県費の職員、教務主任を５年生６年生の学級担任
としておりまして、国語、算数、理科、社会といったところは講師が担当
して授業をしております。 

会長 ： ありがとうございます。はい、副会長。 
副会長 ： 参考までに申し上げますけれども、いま市費でもって新治小学校では１

名教員が増員されているとありましたね。市の財政でそういうことができ
るのであればやっていただけるでしょうけれども。 
県下でこんなことがありました。中学校の英語教育を進めるために、Ｅ

ＬＴを国の予算で何人か配当するんですね。ところが人数が少ないから１
人が３校かけ持ちで、回りながらやっているというのがある。ところが県
内のある市は、お金があって予算が組めるんですよ。だからそういう大き
な市は独自にＥＬＴを、英語を指導する資格を持った人ですけれども、何
人でもじゃないけどとれるんです。 
ところがそれをどこの市町村もやりましょうといっても、それは無理だ

と思うんですよね。最低限度は決まっているとしても、教員の人数を増や
すというのはちょっと難しいんじゃないかと私は思います。 

委員 ： わかりました、ありがとうございます。 
古山学校教育課長 ： すみません、ちょっと訂正します。先ほど新治小学校の例を申し上げま

したけれども、市費の講師が１人で完全に授業を受け持つということはで
きませんので、県費の職員の指示に基づいて講師をしたりとか、そういっ
た仕事になっております。申し訳ありません。 

会長(議長) ： 補助教員ということで、授業は１人じゃ持てないということでしょう
か。 
他にいかがでしょうか。財政が潤っているところと厳しいところと、地
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域間格差ができてしまうのは非常に残念なことではございますが。 
委員 ： 資料６の一覧表、学校運営面・財政面の中で、学校ごとの備品、マット

とかボールとかを買う予算があると思うんですが、それはやっぱり生徒の
数に応じて学校に予算を配分しているのかということをお聞きします。あ
と設備面だと、学校の大きさは同じで、ある学校は500人いるけどこっち
は百何十人で、年間の予算は同じなのかと。 
小学校の校長先生とかに聞くと、例えば緑ヶ丘小だと体操のマットがボ

ロボロで、買うお金がない、人数が少ないからと言われて、自治会で十何
万、育成会でも何万か出してマットを買い与えたとか、陸上競技大会のユ
ニフォームを買うお金がないので、ＰＴＡがバザーとかベルマークを積み
立てて買ったとか。二宮小なんかは廃品回収をバザーで数十万売り上げ
て、それを学校のいろんな費用に充てたりとか、小規模校はされてると思
うんですが。 
備品を購入する予算とか設備を補修する予算というのは、学校によって

どのような違いとか格差とか、決め方をされているんですか。 
会長(議長) ： はい、古山課長。 
古山学校教育課長 ： 備品については、学校ごとに決められた予算の中で、格差はないと認識

しております。ただ、児童生徒数が違いますので、そういうことはあると
思います。いまは詳しい数字があげられなくてすいませんが。 

会長(議長) ： 要は児童生徒数が少ないとそれだけお金も入ってこないと理解してよ
ろしいですか。 

麻生教育総務課長 ： 施設設備につきましては、場合によっては命に関わることで、緊急性も
ありますから、人数は一切関係ありません。建物の状況、老朽化であると
か雨漏りであるとか、緊急性によって決めております。 

会長(議長) ： ハード面ですね。いま委員がおっしゃったのは、どっちかというとソフ
ト面の話でしょうか。 

委員 ： 例えば、市の体操の大会でマットを持っていくんですが、他の小学校は
きれいなマットなのに、緑ヶ丘小学校はボロボロでつぎはぎだらけで恥ず
かしくて、持っていったけど使ってもらわなかったと。買いたいんだけど
お金がないと校長先生に言われて、じゃあ25周年記念で自治会からお金を
出して買いましょうと。そんなにないんですか、小規模校だとそうなのか
なと思ったんです。 
500人くらいいるところでも、ＰＴＡがお金を出して買っているのかも

しれないですけど、ペンキを買ってきてＰＴＡでプールの底を塗ったとか
そういう話を聞いて、切実というか、お金の問題って学校によって違うの
かなと。だから予算はどのように決められているのかなと聞きたかったん
ですけれども。 

会長(議長) ： どなたか答えられる方いらっしゃいますでしょうか。古山課長。 
古山学校教育課長 ： いまお話のあったマット、教材備品と言われているものなんですが、こ

ちらは児童生徒数の割合によっておりますので、ご迷惑をおかけしている
ところはあると思います。 

副会長 ： 関連することですけど、確かに児童数というのは起算のもとになります
ね。例えば100人の学校と500人の学校があれば、当然備品の総額というの
は違いが出てくるんだろうと思います。 
いずれにしても、各学校あれもやりたいこれもやりたいというのを抑え

て、限られた予算の中でやっていると思うんです。となってくるとＰＴＡ
の登場ということになりまして、ＰＴＡ本来の仕事ではないのかもしれま
せんが、例えばバザーをやったりとか、年に２～３回校庭の植木の剪定を
手伝ったりとか、テレビが入りたての頃は、サツマイモをみんなで植えて
それを集めて、学校の全教室にテレビを入れてもらったこともありまし
た。本来の活動ではないかもしれないけど、かわいい子どもたちが良い条
件の中で勉強できるようにと。素材として授業の中でテレビを使うわけで
すよ。そういう学校もいろいろあります。 
本当はＰＴＡというのは、ＰＴＡの会員自身が勉強する場なんですよ。

植木を刈る、サツマイモを作るんじゃないんです。でもそういうことをす
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ることが間接的に子どもの教育につながっていくということを理解すれ
ば、これだったら私たちみんなでやろうよという、親御さんたちの温かい
気持ちが実ったからそうなったんだろうと、私は思います。いまは分かり
ませんが、そういう時代もありました。参考までに。 

会長(議長) ： ありがとうございます。はい、どうぞ。 
委員 ： 予算的なことですが、自分は萩原小で、市内でも一番数は多いんですけ

れども、それでも緑ヶ丘小の例と同じように、プールは職員が塗ったりと
かいう部分はあります。備品が、例えばマットがすべてきれいなものが整
っているというわけではありませんし、規模の違いはあるにしても、ふん
だんに予算があるわけではありませんので、その中でうちはこれを今年度
入れますとか、優先順位をつけながら各学校で限られた予算を使っている
というのが現状じゃないかなと思います。決して大きいから裕福だろうと
いうことではないです。 

副会長 ： それだけ人数が多ければ使うのも激しいですしね。消耗品であればなお
さらのこと。 

委員 ： もちろんそうですね。 
会長(議長) ： 委員さんはいま萩原小の校長先生で、以前新治小学校の校長先生もなさ

っていたわけですが、新治小学校ではいかがだったんでしょうか。 
委員 ： 新治小の時は、例えば体育で使うマットにしても、子どもの数が少ない

ので必要枚数が少ないわけです。ですから予算の中で十分というか、数的
には足りていました。補修をしながらということはもちろんありますけれ
ども、何とか予算の中でやれてたというのはあったと思います。 

会長(議長) ： ありがとうございます。他にご質問ございませんでしょうか。はい。 
委員 ： 先ほどのプールの話でいいますと、東部小学校のＰＴＡの中ではおやじ

の会というのがありまして、本年度はプールの塗装をやりました。 
どこの学校もプールがダメになって、市のほうには再三お願いしてはい

ますけれども、やはりお金の面で、ペンキはありますので何とかしていた
だけませんかということで、たまたまうちの学校はおやじの会、お父さん
方の活動部隊がありましたので、プールの塗装作業を行いました。学校規
模に応じて変わるというのはあまりないのかなと思います。 

会長(議長) ： はい、ありがとうございます。 
委員 ： さっき設備面ではどこも一緒とおっしゃられましたよね。今後統合とか

決めていくうえで、統合された学校が足りない部分ってすごく顕著に出る
と思うんですね。その辺は統合の話が進んでいく中で、多めに見るという
わけではないですけれども重要視していただけないと、統合された学校の
ほうは大変になるんじゃないかなと思います。 

麻生教育総務課長 ： 老朽化が全体的に進んでますので、大規模改修とか必要になってきます
し、統廃合の具体的な話が進めば、それが決まっていくうえでだんだん決
まっていくのかなと思います。大きな学校については集中して設備投資し
ないといけませんし、廃校になるところはそんなに必要ではなくなるかな
と。 

委員 ： 新しいところは新しいところなりに、足りないものがいっぱい見えてく
ると思いますので、その辺も考えていただければと思います。 

会長(議長) ： ありがとうございます。他に「小規模校のメリット・デメリットについ
て」ご質問ご意見お持ちの方いらっしゃいませんでしょうか。はい。 

委員 ： 資料６の中に切磋琢磨という言葉がずいぶん出てくるんですけれども、
本当にそうなのかなと。 
というのは、私は小学中学高校と、１学年十何クラスあるところで育っ

てきているんです。１クラスの中の人数も大変多かったんですけれども、
他のクラスにまで行って切磋琢磨云々というのはケンカだけですよ。勉強
とかに関してはやはり自分たちのクラスの中で切磋琢磨してまして、他の
クラスとどうこうというところが、これを読んでいて自分の気持ちと合わ
ないような気がしているんですけど、いまの子どもたちというのはどうな
んでしょうか。クラスから離れて、どんどん他のクラスに入っていく、そ
ういう活動をしてるんですか。ちょっと引っかかるような気がして。 
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会長(議長) ： はい、ありがとうございます。ここで言っている切磋琢磨についてご説
明を、はい。 

古山学校教育課長 ： 委員さんがおっしゃられたような、学級の中での切磋琢磨ももちろんで
きますし、国語算数とかの教科ではクラスの中でというのが一般的かなと
思いますけれども、いまは総合的な学習の時間、教科横断的な学習もあり
ます。例えば情報とか福祉とか、調べたいものが同じ趣向、共通している
子たちが同じグループに入って、学習活動をするというのもあります。そ
うすると、学年を取っ払った中での活動ということも出てきておりますの
で、そういう切磋琢磨する機会というのが、いま求められているところで
ございます。 

委員 ： 私たちが習った頃と仕組みが違ってきているということですかね。学級
を横断してという経験がなかったものですから。 

会長(議長) ： はい、教育長。 
内田教育長 ： この切磋琢磨というのは、学級を横断して切磋琢磨するという意味だけ

ではないと思います。例えば、緑ヶ丘小学校、西陵中学校というのは、９
年間ずっと１クラス、大体20人前後でいきます。そうするのと、例えば冨
士見中学校だと、豊田小、西小、二宮小とかが集まると。学級をまたいで
何かやるというよりも、例えば運動会とか部活動とかにしても、非常に大
勢の中でやるとか、１クラスの人数にしても多い少ないというのがあるの
で、必ずしもいつもクラスをまたいでという意味で切磋琢磨と書いている
わけではないんじゃないかなと思います。 

会長(議長) ： はい。 
委員 ： 小学校中学校９年間だと、同じ小学校からきて同じメンバーなんです

よ。私が子どものころは、学級が変わるときは誰が一緒になるのかなとか、
１学年300人400人いると話したこともないような子と毎年一緒になった
りします。小学校の頃は地元が同じだから顔見知りだったりするんです
が、私の通っていた中学校は８つの小学校から来ていて、小学校が違うと
ケンカじゃないけど結構やりあったりとか。小学校の場合でも話したこと
のない、初めての人とコミュニケーションする、否が応でもさせられて、
それでいじめとかケンカとかも色々ありました。 
自分の子は緑ヶ丘小、西陵中と同じメンバーで、高校に行って初めて７

クラスくらいあって、部活関係で友達は作れたんですけど、私が知ってい
る方で、西陵中を卒業して高校に行って、新しい子とコミュニケーション
できなくて学校をやめたり登校拒否になったり、そういう子が結構いるん
です。高校中退してバイトしている子が何人もいて、「高校はどうしたん
だ」と言ったら「やめました」と。「どうして」と言ったら「何となく友達
ができなくて」とかあったり、毎年20～30人しか卒業していかないんです
けど、本当にその何割とかが登校拒否になって、いまバイトしている20歳
くらいの子もいたりします。 
切磋琢磨って色々な意味があると思うんですけど、勉強以外でも、人と

のコミュニケーション能力とか、部活もそうなんですが、あるのかなと。
緑ヶ丘小、西陵中と同じメンバーで、いじめとかは全然なくて、素晴らし
い教育レベルで、みんな仲良くてそれは良いと思うんですが、高校に行っ
たとか社会に出た場合、対応できる子と対応できない子が出てくる、それ
は教育の課題なのかなと親として思います。デメリットメリット両方ある
と思うので個人次第だとは思いますけど、対応できない子が出ているのは
事実ですね。 

会長(議長) ： はい、ありがとうございます。現実にこうなっていることをお話しいた
だきました。 

副会長 ： いま委員おっしゃった、中学校高校に行って人との付き合いができなく
てというのは、大学生になってもいますよ。広い人生の中でいろんな場面
に出くわすわけです。子どもにしてみればそこでまさにテストされている
みたいなもので、だからいろんな人と話し合ってみる、いろんな人とスポ
ーツをしてみる、これもやっぱり切磋琢磨の１つだと思います。勉強にし
ても一生懸命にやった子やらない子とか、いろんなことが切磋琢磨という
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中には含まれているのだろうと思います。 
私は１人でやるよりも友達と競争するとか、多少の仲間がいないと張り

合いがないし、それは資料の中にきちんと書かれていて、まさにそのとお
りだと思うんですよ。そういうことを承知の上で少人数の学校を続けてい
くのか、あるいは統合するのかということも、結論を出さなければならな
いと思うんですけれども。 
他に、大人の考えと子どもの考えで多少違うところがありますから、大

人の考えをよく話し、子どもの気持ちもよく聞いて、決めていくことが大
事だろうと思います。 
突貫じゃないですけれども、来年３月までに結論を出さなきゃならない

というスケジュールですから、こういう会議の中で何が分かったのか何が
分からなかったのか、何が課題かということを整理したうえで次の回に進
むのがいいかなと思うんです。 

会長(議長) ： はい、ありがとうございます。まとめていただいた感じですけれども。
切磋琢磨という言葉がキーワードになってきそうな気もします。 
時間も気になり始めたところですので、議題（６）「学校再編計画の概

要について」、いま副会長からもお話しがございましたが、非常に短い期
間でございますけれども、これについてご質問ご意見ある方。はい。 

委員 ： これは来年３月までに統廃合をするという方向に向かっていく、それを
目指している話し合いなんですか。 

麻生教育総務課長 ： それを審議していただく… 
委員 ： するかしないかも含めてですか。 
麻生教育総務課長 ： はい。 
委員 ： いま言う話じゃないんですけど、人が集まっている学校ってさらに集ま

ってくるんですね。例えば家とか探そうと思った時に、学校とか見に行く
んです、親としては。活発に楽しそうにやっている学校がある地域に住も
うという感じで、いま中の島学区もすごく増えてきてるんです。萩原とか
東部とかも同じだと思うんですけど、人が集まっていくところに人が集ま
りやすい。子どもがいっぱいいると子どもを育てやすいんです。 
なので、この会議ではないと思うんですけれども、いま人が少なくなっ

ている地域に人を増やすっていう考え方も同時にしていかないと、学校を
減らすというだけでは子どもたちの教育について解決はできないんじゃ
ないのかなと、人が集まっていないところに集める工夫がほしいかなと感
じました。 

会長(議長) ： はい、ありがとうございます。中村部長。 
中村教育部長 ： いま委員さんからご指摘いただきましたが、最初に説明でも触れました

けれども、昨年度「茂原市総合戦略」というのを作りました。この学校の
推計はそのときに、このままいくとこうなってしまうだろうという、
70,471人という人口をもとにしてやっております。 
本来はそこに、例えば子育て世帯への何らかの補助とか、医療費の無料

化だとか、いろんな施策を加えて85,000人にもっていきましょうと。子育
てしやすい、例えば女性の方への援助とかを加えて、子どもを増やそうと
いう努力は、こことは別の部署・セクションでやってはおります。具体的
に申し上げられなくて申し訳ないですが、茂原市としては平成52年に
85,000人を維持したいという目的のもとに努力をしております。 
ただ、じゃあ85,000人をもとに推計をしたらということになりますと、

現実に子どもがすでにピークの半分になっておりまして、目標として上げ
ていきたいという気持ちはありますけれども、現実的な学校の施策をやる
には現実的な数字をもとにしてやっていきたいということで、70,471人と
いう数値をとっております。 
先ほど６か月で統廃合の話とおっしゃっていましたけれども、冒頭に申

しましたように、茂原市でも１学年１学級しかない学校とかが非常に増え
ておりまして、メリット・デメリットのところで説明したような現象が出
てきていると感じております。教育委員会としても、そういった現状をも
とに適正規模を定めてございますので、進めていかなくてはいけないとい
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う認識は持っております。 
進めていくため、実際にどことどこの学校をどうしていくということを

やるための基本的な考え方の部分、適正規模は「これを標準とする」と定
めておりますので、数だけではなく地理的要因とか色々な観点からお話を
いただいて、こうしていこうよという基本的な方向性、基本方針的な部分
を３月までにお願いできればと考えているところです。 

会長(議長) ： ありがとうございます。半年という短い期間でございますが、我々に課
された責任というのはかなり大きいと思っております。皆様方には資料を
熟読していただいて、自分の意見をまとめていただければと思います。 

副会長 ： いま教育部長さんがおっしゃったのは、資料８の第５回のところにきち
んとまとめられてますよね。要するに、諮問に対して答申をきちんと提出
するところまでが、この集まったメンバーの仕事です。違いますか。 

中村教育部長 ： スケジュールについてはまた後ほどなんですけど、資料７でいいます
と、２番の計画期間で基本計画・実施計画とございます。４番に計画の内
容がございまして、（１）の基本計画部分、諮問書の諮問事項に書いてあ
るんですけれども、まず再編に関する基本的な考え方についての答申をい
ただきたいと。この答申をいただいて、基本計画が決定した後に、実際に
どことどこの学校をやっていこうかという部分に移っていくという形を
考えております。 

副会長 ： 市民意見とそれに対する考え方についてと書かれてますよね。了解でご
ざいます。 

会長(議長) ： ありがとうございます。 
それでは、議題（７）の審議会のスケジュールにいく前に、（１）から

（６）までの全てでご質問ご意見のある方、お伺いいたしましょう。 
委員 ： 茂原市の小中学校の適正規模が決められているわけですけれども、あく

までも学級という単位を使っています。先ほどもお話の中であったんです
が、同じ１学級でも所属している子どもの数は６人から38人まで幅がある
んです。ですから、１学級と言いながらも、その中で適正というのがある
んじゃないかと思うんですね。38人と６人の学級では明らかに違うと、学
校側とするとそういう状況もあるので、学級数とあわせて１クラスの人数
も、茂原市としてはどの程度が適正だと考えるのかという視点も入れたほ
うがいいんじゃないかなと思います。 

会長(議長) ： 貴重なご意見ありがとうございます。 
麻生教育総務課長 ： 計画の中で、再編をすぐにでもやらなきゃいけない学校、第２期でとい

う学校と分かれてくると思うんですけど、１学級の人数も十分に考えない
といけないと考えています。 

会長(議長) ： はい、ありがとうございます。いかがでしょうか、全般を通して、何で
も結構です。 

委員 ： 資料７、これは学校再編計画の概要（事務局案）ということで、市側は
こうしたいなということは伺えるんですが、私は公共施設のあり方検討委
員会というのにも出ていて、施設が古くなって、こことここをくっつける
とか、なくそうとか、新しくしようとか、色々話をしてるんですが、とに
かく茂原市お金がないので、新しく公共施設を作るというのは難しいと。
ただ、市民会館にしても公民館にしても50年以上経ってて、大規模改修す
るんだったら立て替えたほうが安いのではとか色々な議論があります。 
その中で、学校は茂原市が持っている公共施設の中でも一番面積が大き

くて、それを大規模改修とか建て替えとなると、膨大な何十億というお金
がかかって、基本的に新しい学校は建てないというような方針というか、
途中経過なんです。 
お金がないって言っても学校統合ということは、新しく作らずにいまあ

る学校に押しこめようと。地域を見ると、本納中とか豊岡小とか周辺部は、
学校がなくなると茂原の半分くらいこちらに来なきゃいけないとか大変
な問題で、その地域では大反対が起きると予想されます。中心のほうはい
いですけれども、周辺部のほうは５キロも６キロも先の学校に通わせなき
ゃいけない。長柄でも長南でも、じゃあバスを出すとか、市が全部お金を
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出してくれるのか、親が出すのかとか、不公平じゃないかとかそういう問
題があります。 
他の市ではどことどこを２つなくすから新しく１個作るとかあって、そ

うなると結構受け入れやすいんですけど、１個なくして遠いところに行け
よというとたぶんその地域は大反対、デモみたいなことも予想されます。
そういう新しい学校を作ってという意図は、この資料からは感じられない
んですけど、どうなんでしょうか。これから話し合っていくという感じで
すか。 

会長(議長) ： はい、中村部長。 
中村教育部長 ： 確かに委員さんのおっしゃるとおり、財政のことについては全く考えな

いというわけにはいかないと思います。ただ、教育委員会が今回の再編に
あたって、一義的には子どもさんたちがどんな環境がいいのかという教育
的な観点から話し合っていただきたいのが１つ。 
それから、市長にも話したんですが、再編や統廃合をするということは、

普通に考えれば１つの学校の維持管理費が浮くわけですよね。いまおっし
ゃった公共施設の総合管理計画でも、とてもいまの施設全部は維持できな
いという話もあるんですけれども、維持管理費の浮いた分について統廃合
した学校の施設なり備品なり、パソコンとかタブレットとか、教育環境の
整備費に充てていただきたいということは、教育委員会として一応話はし
てございます。 
新しい学校につきましても、昭和40年代に建てられた学校もあり、耐用

年数がコンクリートだと60年くらいと言われてまして、それも近くなって
まいります。どうしても改築しなきゃいけない学校というのは、これから
先々出てきますので、それについては必要に応じてやってまいります。 
その施設の整備をやっていくうえでの再編計画、改築を見込んだ再編と

言いますか、そういったものにしていきたいと考えております。 
会長(議長) ： はい、ありがとうございます。 
副会長 ： 993号、今年の９月１日の広報もばらです。見出しだけ読みますと、「小

中学校の再編に取り組みます」「適正規模 小学校・中学校」「西陵中学校
および冨士見中学校の統合」、最後に「判断基準」と書かれています。 
ここだけ読みます。「西陵中学校が各学年複数学級となった、または各学

年複数学級とならない場合でも顕著な増加傾向が継続して見込まれる状態
にあるかどうか。」と書いてあります。 
いろんなことが話題になって当然と思うんですが、いずれにしても茂原

市としてどういう学校にしていくのがいいのか。県が決めることではなく
市町村が決めるわけですから、市民も交えて真剣に検討する価値があり、
その中で選ばれたのがこの12人のメンバーだと思います。 
さっきいただいた委嘱状で、いつまでという記述がありませんが、何年

間このメンバーは続くのですか。 
麻生教育総務課長 ： 基本計画後の実施計画についても、同じメンバーでお願いできればと考

えております。 
会長(議長) ： はい、ありがとうございます。諮問書にあります「茂原市立小中学校の

再編に関する基本的な考え方」を、我々はこれから話し合うということで
ございます。先ほど委員さんからも、クラスの数に限らず１クラスの人数
についても考えてもらいたいというお話がありました。それは非常に重要
なことじゃないかと私は考えております。 
いかがでしょうか、全般を通してご質問ご意見のある方。 
ないようですので、議題（７）「審議会のスケジュール（案）について」

説明をお願いします。 
麻生教育総務課長 ： 議題（７）「審議会のスケジュール（案）について」説明いたします。

【資料８】をご覧ください。 
本年度、10月から３月まで５回の審議会を開催させていただき、３月ま

でに計画の素案を策定したいと考えております。 
簡単に各回の説明をいたしますと、第１回、今回につきましては、審議

のもととなる資料の事務局説明が中心となりました。 
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次回、２回目からは基本計画の骨子について協議していただき、第３回
と第４回では、実際の基本計画（案）について協議していただく予定です。
また、第４回審議会後に、パブリックコメントの実施を予定しております。 
そして、第５回審議会において、いただいた市民意見を踏まえて最終的

な議論をしていただき、審議会での基本計画最終案として、教育委員会に
答申することとしております。 
以上、厳しいスケジュールとは思いますが、事務局としては本年度中に

基本計画を策定したいと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願
いいたします。 

会長(議長) ： ありがとうございます。２月はあくまで予備ということでよろしいです
ね。これにつきましてご意見ある方。よろしいですか。 
次回から非常に大変だとは思いますけれども。 

委員 ： パブリックコメントは、市民からお話を伺うということですよね。茂原
市のＰＴＡ連合会としても、この話を取り上げて発表してもよろしいでし
ょうか。 

会長(議長) ： それは全然構わないと思います。それはいつ頃あがってきそうですか。 
委員 ： ある程度決まらないと話ができませんので何とも。 
会長(議長) ： そのことについて部長よろしいですか。 
中村教育部長 ： いま資料８の説明をさせていただきましたが、これはあくまで事務局の

方で考えた案でございます。半年で基本的な考え方を整理するというと、
拙速ではないかというご批判も出るのではないかと、内部でも色々話をさ
せていただきました。 
ただ、先ほど申しましたように、現状で児童生徒数の下がり方が来ると

ころまで来ていて、この先まだまだ下がるということです。実際にどこと
どこを統合というのはなかなか難しいと思うんですけれども、それを進め
ていかなくてはいけないということがあって、それに対してどういう考え
でという部分がすごく重要になってくると思います。 
いま基本計画といっても、皆さん頭の中でイメージできるものはすごく

少ないんじゃないかなと思います。先ほどからいただいた色々な意見をも
とに、あるいは他の自治体とかも参考にして、私どもの方で最終的にはこ
んな形かなというものを提示させていただき、さらに皆さんからどんどん
意見をいただいて、茂原市はこういう考え方に立って統廃合をやりますと
いう基本的な考え方を作っていただきたいと思います。 
現状を考えれば半年間でやっていただけるのではないかと判断し、こう

いうスケジュールを組ませていただきました。委員さんの方からこれでは
十分な議論ができないということであれば、必ずしも３月まででなくても
結構だと考えております。以上です。 

会長(議長) ： ありがとうございます。すべてを通していかがでしょうか。副会長。 
副会長 ： 確認ですけど、この計画でいきますと、第５回まで毎月一度ずつ。第５

回を迎えるときに当初考えたような基本計画がまとまらない場合には、ず
れ込んで翌年度にも何回かということがあるということですか。 

中村教育部長 ： それはやむを得ないと考えております。 
副会長 ： 会議資料はだいたい何日くらい前に各委員に届くんですか。 
麻生教育総務課長 ： ２～３日前までには届くようにします。早めに送るようにはしますが、

どんなに遅くても２～３日前には。 
会長ほか複数 ： できればもっと早く届けていただければ。 
麻生教育総務課長 ： 分かりました。 
会長(議長) ： 他にいかがでしょうか。 
委員 ： 先ほど話したように、茂原市ＰＴＡ連合会でも話をしたいと思うんです

けれども、半年間だとあまりにも説明する時間が少ないんですよね。この
会議だけでやるならいいんですけれども、我々もＰＴＡの代表を集めて、
話を通してから意見をしたいと。１年交代で変わっていくということもあ
りますし。 
これを見ると１月くらいには案がだいたいまとまりますけれども、我々

は来年の３月くらいまでの任期で、もう少し時間があると役員とか保護者
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の皆さんに対して説明とか意見を聞くとかできるんですけれども。 
会長(議長) ： そのことについてどなたかお答えできますか。中村部長。 
中村教育部長 ： 委員さんおっしゃることもよく分かるんですが、今回審議会の構成につ

いて、他の自治体の状況も見ましたし、私たちなりに考えさせていただき
ました。 
確かに構成団体から、例えば自治会長連合会からは３名出ていただいて

いるんですが、それは自治会長連合会として意見をまとめてこの場に反映
するということではないと考えております。申し訳ないんですが、団体の
統一的な考え方を審議会にもってくるというようには考えてないんです。 
各構成団体で色々お話をされてると思いますので、そういった知識を持

った方の、それぞれの見地からのご意見をいただくことで、この審議会で
固めていきたいと考えておりますので、団体の意見をまとめていただくと
いうふうには認識しておりません。 

委員 ： こういった方向性でやりたいということをこの会議の中で決めて、それ
に基づいていくということなんですね。 

中村教育部長 ： もちろんこの会議の情報を全部市Ｐ連に出していただいて、市Ｐ連で話
していただくことはやぶさかでないんですが、統一して持ってくるという
ふうには考えておりません。 

委員 ： 一番該当する保護者たちの意見というのは、あまり反映されないという
ことになるのですか。 

中村教育部長 ： 言い方が悪かったかもしれませんが、冒頭に意見があったと思うんです
けれども、もっと保護者あるいは市民から意見をもらった方がいいんじゃ
ないかとか、保護者にアンケートをとった方がいいんじゃないかとか、市
民に対してＰＲした方がいいんじゃないかとか、そういったご意見をいた
だければ考えさせていただきます。 
ただ、いま言ったように各構成団体の意思を統一するというふうには思

っておりません。 
委員 ： わかりました。 
副会長 ： あともう１つ、会議録は次回の会議で文章にして提示されるんですか。 
麻生教育総務課長 ： この会議録は次回の会議で皆さんにお渡しして確認していただきます。

その後ホームページに掲載いたします。 
副会長 ： 広報を読んだ人たちがこのことについて興味・関心を持つのは当然なん

ですよね。団体として話題にするのは大いに良いんじゃないですか。そう
いうことを踏まえて、委員さんの意見としてここで述べられたらいかがで
すか。 

委員 ： わかりました。 
会長(議長) ： 基本的な考え方の中にＰＴＡの意見をもっと聞きなさいとか、自治会長

連合会の意見を聞きなさいとかが出てくるかもしれませんけれども、それ
はそれで１つの考えだと思います。 
よろしいでしょうか。それでは、また次回もございますが、長時間にわ

たりありがとうございました。つたない議長で皆様方にはご迷惑をおかけ
しましたが、これから努力してまいりますので、よろしくお願い申し上げ
ます。 
以上で本日の議題についてはすべて終了いたしました。これをもって議

長の任を解かせて頂きます。ご協力誠にありがとうございました。 
豊田教育部次長 ： ありがとうございました。 

次に「７ その他」でございますけれども、委員の皆さまから何かござい
ますでしょうか。 
なければ、事務局から何かありますか。 

麻生教育総務課長 ： 次回の会議日程は11月17日、木曜日となっております。開催通知と会議
資料は、先ほど２～３日前と言いましたけど、なるべく早めに郵送するよ
う努力いたします。 
本日の会議資料は近日中にホームページに掲載いたします。以上です。 

中村教育部長 ： 少し付け加えさせていただきます。私どもの案では非常に短い期間でや
っていただくということで、今日の資料も分かりにくい点が多々あろうか
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と思います。随時私どもの方にご連絡いただければお答えさせていただき
ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

豊田教育部次長 ： それではまた資料のほう確認していただいて、分からない点ありました
らいつでもご連絡ください。 
長時間にわたり慎重審議ありがとうございました。なお、この会議は全

て３時からとなっております。１時間半から２時間で終わりたいと思いま
すが、内容によっては多少時間がかかることもあるかもしれませんので、
ご了承いただきたいと思います。 
以上をもちまして、第１回茂原市学校再編計画審議会を閉会いたします。

お疲れさまでした。 
 


